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インターネットの安全な利用について
近年、スマートフォンやゲーム機などの機器が普及し，子供たちがインターネットを利用する機会が増

えています。インターネットを介して友達とやりとりをしたり，情報収集したり，学習に活用する等，イ

ンターネットの利用は子供たちにとって身近で，必要不可欠なものとなっています。  

このように便利で楽しいインターネットですが，使い方を誤ると，様々なトラブルに巻き込まれ，犯罪

被害にあう等の危険もあります。 

インターネットを利用する子供だけでなく，保護者や周囲の大人が危険性を充分に理解した上で，正し

い利用方法について学ぶこと，子供たちが安全にインターネットを利用できるように見守ることが重要

です。  

どのような危険があるの？
〇インターネットに個人が特定されるような投稿をしたことにより，ストーカー被害にあう 

〇ゲームなどを通じて仲良くなった相手に，裸の写真を送るよう要求され，送ってしまう 

〇SNS で仲良くなった人と実際に会うことになり，わいせつな行為をされる 

〇オンラインゲームで購入したアイテムやアカウントを不正アクセスにより奪われる 

等，様々な被害が全国的に増加しています。 

・フィルタリングの設定 

 インターネット中の有害な情報から子供たちを守

ってくれるものです。  

 年齢や使用目的に応じてフィルタリングを設定し

ましょう。 

 

インターネットに潜む危険から子供たちを守ろう !
・ペアレンタルコントロールの活用 

 子供が安心してインターネットを利用できるよう

に，大人が子供のインターネット利用を適切に管理

することが大切です。  

・家庭でのルール作り 

 家族で話し合い，インターネット利用に関するルールを作りましょう！ 

 保護者の考え方を子供に伝えた上で，どのようなルールがあれば家族が

安心して利用できるのかを考えていきましょう。  

 使用時間や使用場所，機能制限，課金，端末の管理等について，話し合っ

ておくとよいでしょう。  

 ルールは，年齢や状況に応じて，その都度見直しを行ってください。 

  

・性被害について 

 幼い子供でも男女問わず，性被害にあうことがあります。  

 プライベートパーツ（水着で隠れるところ等）は，自分だけの大事な場所であることを伝え，自分以外の

人に見せたり触らせたりしないこと，写真に撮ったり，撮らせたりしないこと，誰かに「見せて」「触らせて」

「写真を送って」等と言われ，困ったな，嫌だなと思うことがあればすぐに大人に相談をするように話をし

ておきましょう。 

 被害にあった子供は，「恥ずかしい…」「怒られるかもしれない」「どうやって伝えたら良いかわからない」

と悩み，すぐに相談できないこともあります。  

普段から子供との会話を大切にし，見守っていくことが大切です。  

令和５年中，SNS を通じて

犯罪被害にあった被害児童

のうち，フィルタリング利

用ありが 102 名，利用なし

が 860 人でした。 

※警察庁データより 

出前授業
少年補導センターでは，学校の依頼に

応じて様々な出前授業を行っています。 

万引き防止集会・授業
 近年，万引き件数は減ってきていました

が，昨年は増加に転じました。入口型非行を

防止するためにも，集会や授業の中で，窃盗

罪等の犯罪について周知徹底しています。 

情報モラル授業
 少年補導センターに寄せられる相談には，

情報モラルに関する内容が数多くあります。

手軽に便利に使えるものだからこそ，上手に

インターネットを利用して危険なものにしな

いように一人ひとりが気をつけていく必要が

あります。正しい知識や使い方を身につけ，

自分で危険を判断し，トラブルを回避できる

知恵と心を身につけられるよう，情報モラル

教育を実施しています。授業の中では合言葉

「あみのめせかい」を伝えるようにしていま

す。 

誘拐防止授業
 小学校に入学したばかりの時期は，登下校

に不安がつきもの。例年，小学校の低学年や

児童クラブから授業の依頼が多いです。不審

な人物は，見かけだけでは分からないこと，

危険な時の身の守り方等を伝え，自分で自分

の身を守ることができるよう，ロールプレイ

等を行っています。 

非行防止授業
 近年，依頼が増加しているのが小学校から

の非行防止授業です。依頼内容に応じて「き

まりを守る」ことや「周りの人のことを考え

て行動する」こと等，集団生活を送るうえで

大切なことを伝えています。内容は，児童の

実態に応じて，クイズ，ロールプレイ等を用

いて，分かりやすくなるよう工夫していま

す。児童生徒の規範意識が醸成される授業を

目指しています。 

不審者対応訓練
 学校が実施する不審者対応訓練に参加をし

ています。センター職員が不審者役に扮する

こともあります。 

インターネットのルール
「あみのめせかい」

知らない人と ○あわない
有害サイトは ○みない
個人情報を ○のせない
送るのやめよう ○めいわくメール
しっかり守ろう ○セキュリティ
悪口やうそは ○かかない

○いじめない

【小学校での万引き防止集会の様子】 

【ロールプレイの様子】

【児童が授業の中で考えた正しい行動】 
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重点目標
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